
東日本大震災において建設機械を滅失した
一部の皆様においては、特例がございます。

震災以降、既に購入された機械も対象です !!

１．特例の内容

２．特例を受けるための条件

①支援対象となる機械
【通常】ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルなどの41機種
【被災地特例】建設機械抵当法施行令別表に規定する建設機械全て（60機種）

②機械の購入日
【通常】平成25年１月11日〜平成27年２月28日
【被災地特例】平成23年３月14日〜平成27年２月28日

①罹災証明を受けていること。
②東日本大震災で滅失等した機械の代替として購入した機械であること。
（建設機械抵当法上の名称が同じ機械を購入することをご呈示頂ければと思います。）
③東日本大震災で機械等を滅失等したことが説明できること。
（滅失等した機械の写真等をご呈示頂ければと思います。）

※建設機械抵当法上の建設機械一覧
種類 名　称 範　囲
１ 

掘
削
機
械

ショベル系掘削機

ショベル、バックホウ、ドラ
グライン、クラムシェル、ク
レーン又はパイルドライバー
のアタッチメントを有するも
の

連続式バケット掘削機
走行装置及び22キロワット
以上の掘削用原動機を有する
もの

２ 

基
礎
工
事
用
機
械

くい打ち機及びくい抜
き機

やぐら及び原動機を有し、ハ
ンマー、起振機又はくい抜き
装置の重量が0.5トン以上の
もの

グラウトポンプ 原動機及びグラウトポンプ用
ミキサーを有するもの

ペーパードレーンマシ
ン
大口径掘削機 スクリュー式でないもの
アースオーガー
地下連続壁施工用機械

３ 

ト
ラ
ク
タ
ー
類

トラクター
自重が３トン以上のもの

ブルドーザー

トラクターショベル バケット容量が0.4立方メー
トル以上のもの

４ 

運
搬
機
械

スクレーパー 積載容量が３立方メートル以
上のもの

機関車

運搬車 積載重量が15トン以上のも
の

５ 

起
重
機
類

ジブクレーン
つり上げ能力が３トン以上の
ものタワークレーン

デリッククレーン

ケーブルクレーン
巻上げ装置、走行装置及び原
動機を有し、つり上げ能力が
２トン以上のもの

ウインチ 22キロワット以上の原動機
を有するもの

エレベーター

種類 名　称 範　囲
６ 

ボ
ー
リ
ン
グ
機
械

ボーリングマシン ３キロワット以上の原動機を
有するもの

ドリルジャンボ 鑿
さく

岩機を支持するアームが二
本以上のもの

クローラードリル
７ 

ト
ン
ネ
ル
機
械

たて坑掘進機

トンネル掘進機

シールド掘進機

ずり積み機
８ 

整
地
・
締
め
固
め
機
械

モーターグレーダー 自重が５トン以上のもの
スタビライザー
アグリゲートスプレッ
ダー
ロードローラー 自重が８トン以上のものタイヤローラー

振動ローラー
自走式のものにあっては自重
が８トン以上のもの、被牽け
ん引式のものにあっては自重
が２トン以上のもの

９ 

砕
石
・
選
別
機
械

フィーダー ３キロワット以上の原動機を
有するもの

クラッシャー

ジョークラッシャー、ジャイ
レ ク ト リ ー ク ラ ッ シ ャー、
コーンクラッシャー、ロール
クラッシャー、インパクトク
ラッシャー、ロッドミル又は
ボールミルで、３キロワット
以上の原動機を有するもの

選別機
トロンメル、バイブレイティ
ングスクリーン又はクラッシ
ファイヤーで、３キロワット
以上の原動機を有するもの

ウォッシャー
ドラムウォッシャー又はスク
リューウォッシャーで、３キ
ロワット以上の原動機を有す
るもの

種類 名　称 範　囲
10 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
機
械

セメント空気輸送機 フラクソー式輸送機又はキニ
オンポンプ

コンクリートプラント 骨材貯蔵びん、計量装置及び
ミキサーを有するもの

コンクリートミキサー 混練容量が0.35立方メートル
以上のもの

コンクリートポンプ 排送能力が毎時５立方メート
ル以上のもの

コンクリートプレー
サー

打設能力が毎時10立方メー
トル以上のもの

アジテーターカー ゴムタイヤ式でないもの
11 

舗
装
機
械

アスファルトフィニッ
シャー

敷きならし装置、仕上げ装置、走
行装置及び原動機を有するもの

アスファルトプラント

コールドエレベーター、骨材
乾燥機、ホットエレベーター、
ふるい分け装置、骨材貯蔵び
ん、アスファルト溶解がま及
びミキサーを有するもの

アスファルトクッカー
コンクリートフィニッシャー 振動機及び原動機を有するもの
コンクリートスプレッダー 原動機を有するもの
コンクリートペーバー 装軌式のもの

12 

船
舶

しゅんせつ船
ポンプしゅんせつ船、ディッパーし
ゅんせつ船又はグラブしゅんせつ
船で、独航機能を有しないもの

砕岩船

独航機能を有しないもの

起重機船
くい打ち船
コンクリートミキサー
船
サンドドレーン船
土運船 鋼製で、独航機能を有しない

もの作業台船
13 

そ
の
他

空気圧縮機 14キロワット以上の原動機
を有するもの

サンドポンプ 29キロワット以上の原動機
を有するもの

発動発電機 発電機容量が15キロボルト
アンペア以上のもの


